千歳市町内会備品等整備事業補助金交付要領
令和８年４月１日
（目的）
第１条　この要領は、町内会活動に必要な備品等の整備を行う町内会に対し、補助金を交付することにより町内会活動の活性化を図り、もって町内会活動の推進に寄与することを目的とする。

　（定義）

第２条　この要領において「町内会」とは、千歳市町内会連合会に加盟する町内会、自治会、実行組合等をいう。

（補助対象）

第３条　市長は、町内会に対し、備品及び町内会館や敷地の改修、修繕などの事業において、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

２　補助金の補助割合及び補助限度額等は、市長が別に定める。
（事業計画書の提出）
第４条　町内会は、整備に着手する日の属する年度の前年度の９月末日までに、町内会備品等整備事業計画書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。
２　前項の計画書には、市長の定める書類を添付しなければならない。

（補助申請）
第５条　前条第１項の計画書を提出した町内会は、整備に着手する日の属する年度の７月末日までに、町内会備品等整備事業補助金交付申請書（第２号様式）を市長に提出しなければならない。
２　前項の申請書には、市長の定める書類を添付しなければならない。
（補助決定）
第６条　市長は、補助金の交付の申請があったときは、申請の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
２　市長は、補助金の交付を決定したときは、すみやかに町内会に対し補助金交付決定通知書（第３号様式）により通知するものとする。
（事業の変更等）
第７条　町内会が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、町内会備品等整備事業変更申請書（第４号様式）を、速やかに市長に報告し、承認を受けなければならない。
(１)　備品等整備事業を中止したとき。
(２)　備品等整備事業の内容を変更したとき。
（補助金の概算払い）

第８条　補助金の交付決定を受けた町内会が、補助金の概算払いを受けようとするときは、町内会備品等整備事業補助金概算払請求書（第５号様式）を市長に提出しなければならない。
２　市長は、町内会から概算払請求書の提出があったときは、速やかに概算払いの手続きを行うものとする。
（実績報告）
第９条　町内会は、事業が終了したときは、３０日以内に町内会備品等整備事業実績報告書（第６号様式）を市長に提出しなければならない。
２　前項の申請書には、市長の定める書類を添付しなければならない。
３　市長は、前項の実績報告書の提出を受けた場合には、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、町内会に対し補助金交付確定通知書（第７号様式）により通知するものとする。
（補助金の交付）
第10条　市長は、町内会から適法な請求があったときは、速やかに確定した補助金を交付するものとする。
２　市長は確定した補助金額から概算払い額を除き、不足があった場合は、追加支給し、過払いがあった場合は返還させることとする。

（帳簿及び書類等の備付）
第11条　町内会は、費用の収支、その他、事業に関する書類及び帳簿を備え、その経理を明らかにしなければならない。
（補助金の交付決定の取消し等）
第12条　市長は、町内会が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(１)　補助金を補助の目的以外に使用したとき。
(２)　事業の完了が著しく遅れたとき。
(３)　偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。
(４)　前３号に定めるもののほか、この要領の規定又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
（その他必要な事項）
第13条　この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
この要領は、令和８年４月１日から施行する。
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